
議 事 録 
作成日 令和 3年 3月 30日 

作成者 加藤 

 

会議名 さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第１９期校友会役員会（第 2回） 

日 時 令和 3年 3月 30日 午前 9時～午前 11時 30分 

場 所 浦和パルコ 10階第 8集会室 

出席者 

（敬称略） 

尾形、森川、青木、寺尾、嶋、原山、帯津、杉浦、加藤 以上 9名 

司会進行 森川 

 

議   題（順不同） 

1. 前回役員会決議事項の実施状況説明： 

・総会書面開催の模索および総会延期通知の改刷・発送の件、 

 ・会員向け案内における校友会構成メンバーとクラブ活動加入条件をより明確化する件 

・校友会理事に既定の理事の他、大学卒業時の班長を追加する件 

・校友会執行部会メンバーのうち副部長の一部入れ替えを行う件 

  以上について、総会の開催方法を除き、別添資料の通り全て対応済み。 

２．校友会 19期及び 20期の運営について －大学・大学院再履修者の帰属年次の取り扱い－ 

３．総会の開催方法について 

４．理事会の開催とメンバーへの告知 

５．校友会費の徴収方法 

決定事項・課題等（順不同） 

１．再履修者の校友会帰属問題については、当初の大学卒業年次のそれに所属するものとする。 

  本件については、尾形会長より、本日のリモート会議に於いて北浦和校以外の他校と共有する。 

２．保留中案件の総会開催方法等に関し、状況の変化に鑑み、開催時期を 6月 1日(火)と見込んだ上 

  集合開催の方向とする。これにより、北浦和「ふれあい館」に会場利用の手配を総務担当が行う。 

  校友会メンバーへの案内告知は、原則、市側事務局にお願いするほか、一部には、再履修者の 

  次年度大学院入学オリエンテーション（5月 18日予定）の場を利用することも検討する。 

３．理事会を 4月 13日(火)（於 浦和パルコ 10F第 4会議室 AM10:30）に開催する。 

  役員以外の理事メンバーに対し案内状（「お知らせ」）を急ぎ発送する（総務担当）。 

  尚、案内状には総務担当への出欠の回答を求める内容を追加する。 

  理事会では尾形会長が議長を務め、総務担当加藤が司会進行を行う。 

４．校友会費の徴収方法は現金による収納とする。 

次項へ 

 



前項より 

徴収時期は総会開催時を第一とし、欠席者に対してはクラブ活動実施時に所属クラブを通じて 

徴収する。それ以外については、他の何れかの集会の場において徴収することとする。 

尚、会計担当は、そのための領収書を準備し、会費収納に際し発行する。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 

・レジメ「総会の開催に向けて」 

・「校友会とは」 

・「理事会開催のお知らせ（案）」告知文他 

 

次回予定 

 

令和 3年 4月 13日(火) 

 


